
伊
勢
平
氏
の
領
主
的
性
格

飯
　
田
悠
紀
　
子

は
し
が
き

　
平
氏
お
よ
び
平
氏
政
権
に
関
し
て
は
諸
先
学
に
よ
っ
て
か
な
り
研
究
が

進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
ω
中
央
政
界
に
撞
頭
す
る
以
前
の
平
氏
は

地
方
武
士
的
性
格
を
有
し
て
い
た
が
、
②
平
氏
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
平

氏
政
権
は
軍
事
的
基
盤
に
於
い
て
も
ま
た
経
済
的
基
礎
に
於
い
て
も
古
代

的
色
彩
が
強
く
見
ら
れ
る
の
で
武
家
政
権
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
、
㈲

そ
し
て
武
家
政
権
を
実
現
し
得
な
か
っ
た
必
然
性
は
平
氏
が
旧
国
家
機
構

を
通
し
て
し
か
ー
根
本
的
に
は
「
院
政
」
と
い
う
古
代
権
力
機
構
を
通

し
て
、
具
体
的
に
は
追
討
使
・
追
捕
使
あ
る
い
は
国
司
を
通
し
て
し
か
1

自
己
の
武
士
的
性
格
を
伸
張
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
平

氏
お
よ
び
平
氏
政
権
に
関
す
る
研
究
が
充
分
に
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難

い
。
殊
に
そ
れ
は
前
述
ω
の
轟
に
つ
い
て
　
・
口
え
る
と
思
・
つ
。
か
つ
て
竜

粛
氏
は
「
六
条
院
領
と
平
正
盛
」
の
中
で
清
盛
に
と
っ
て
は
祖
父
に
あ

た
。
正
盛
が
伊
賀
国
に
詑
て
い
た
所
領
に
つ
い
て
、
竹
内
理
三
氏
は

「
平
氏
政
権
成
立
の
諸
条
件
」
の
中
で
正
盛
の
曾
祖
父
維
衡
が
伊
勢
に
於
い

て
有
し
て
い
た
武
士
的
性
格
に
つ
い
て
、
そ
し
て
安
田
元
久
氏
は
『
源
頼

朝
』
の
中
で
伊
勢
平
氏
の
根
拠
地
と
そ
の
勢
力
範
囲
に
つ
い
て
考
察
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
も
平
氏
の
本
来
的
性
格
を
考
え
る
上
で
は
な
お
充
分
と
は

言
え
な
い
。
ま
た
従
来
の
研
究
で
は
平
氏
の
院
近
臣
へ
の
登
用
・
中
央
政

界
に
於
け
る
掻
頭
・
そ
し
て
政
界
の
掌
握
と
い
う
一
連
の
事
実
に
つ
い
て
、

単
に
院
の
引
級
に
よ
る
平
氏
貴
族
化
の
過
程
と
し
て
把
え
ら
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
平
氏
本
来
の
地
方
武
士
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
そ
の
本
来
的
性
格
と
こ
れ
ら
の
事
実
と
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た

か
、
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
古
代
か
ら
中
世
へ

’の

ﾟ
渡
期
に
位
置
す
る
平
氏
お
よ
び
平
氏
政
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
貴
族

的
側
面
だ
け
で
な
く
武
士
的
側
面
に
つ
い
て
も
充
分
に
考
察
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
私
は
、
平
氏
が
本
領
に
於
い
て
有
し
て
い
た
領
主
的
性
格
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
中
央
政
界
に
於
け
る
擁
頭
期
に
平

氏
の
在
地
支
配
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
、
平
氏
お
よ
び
平
氏
政
権
の
歴
史
的
意
義

を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
た
い
と
思
う
。
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一
、
平
氏
の
武
力
構
成

　
平
氏
政
権
が
い
か
に
古
代
的
律
令
的
性
格
を
強
く
有
し
て
い
よ
う
と
も

そ
れ
が
武
士
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
政
権
で
あ
る
以
上
、
そ
の
武
力
構
成

の
実
体
が
重
要
な
問
題
と
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
平
氏
が
政
権

を
掌
握
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
保
元
．
平

治
の
両
乱
に
於
い
て
平
氏
の
も
と
に
結
集
さ
れ
た
武
士
団
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
平
氏
の
家
人
化
し
た
由
縁
は
何
か
、
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
は
両
乱
で
清
盛
に
従
っ
た
平
氏
家
人
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

AB

畿東山

陽1　　　　海　　　内

備備i　　伊伊　　河

?Oi　　勢賀　　内

瀬難i故故故山滝滝草
ｯ婆i齢蘇昊劉郎郎i藤藤藤三郎綱十

{霧蕪群彗　　　　　　　　直

保
元
の
乱

鍵　難

B　　　　　　　　　　　A 不

西　　　　南　　　　　山山i　東

C　　海　　陽陰i海
　　　　　　　　　　　…?y讃　　紀安備　　　備丹i尾伊

前佐岐　　伊芸中　　　前波i張勢
平 明

灘
難
1
　
毒

治
の
乱

盛盛為民与家筑
r国長部三定後
@　の大兵の左
@　子輔衛子衛
@　太為景左門
@　郎長安兵家
@　為　　　衛定
@　憲　　　尉
@　　　　貞
@　　　　能

発難　饗馨
侍
i
人
奪
　
：
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不

明

筑
後
守
家
貞

家
貞
の
子
左
衛
門
尉
貞
能

与
三
左
衛
門
尉
景
安

主
馬
判
官
盛
国

盛
国
の
子
右
衛
門
尉
盛
俊

新
藤
左
衛
門
家
泰

館
太
郎
貞
泰

館
十
郎
貞
景

菅
親
子

伊勢平氏の領主的性格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
附
表
1
）

　
　
牟
　
こ
の
両
者
は
治
承
四
年
八
月
以
降
の
記
事
に
出
て
く
る
が
、
前
．
者
は
難
波

　
　
　
次
郎
経
遠
．
同
三
郎
経
房
と
同
族
と
考
え
ら
れ
る
し
、
後
者
は
平
治
の
乱
後

　
　
崔
国
に
流
さ
れ
た
源
希
義
を
預
か
・
て
い
た
者
な
の
竃
薯
と
も
平
治

　
　
　
の
乱
の
頃
に
は
既
に
平
氏
の
家
人
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

　
こ
れ
ら
平
氏
家
人
を
私
は
二
種
に
分
類
し
て
考
え
た
い
。
一
つ
は
河

内
．
伊
賀
．
伊
勢
・
尾
張
等
の
畿
内
と
そ
の
近
辺
の
国
々
の
住
人
で
、
右

表
で
は
「
A
」
に
属
す
る
も
の
、
い
ま
一
つ
は
「
A
」
よ
り
西
あ
る
い
は

南
に
あ
っ
て
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
の
各
道
に
属
す
る
丹
波
・
備

前
．
備
中
．
安
芸
．
紀
伊
・
讃
岐
・
土
佐
・
肥
前
等
の
国
々
の
住
人
で
、

右
表
で
は
．
「
B
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
菊
私
が
こ
の
さ
つ
な
分
類
を
行

な
う
の
は
「
A
」
の
在
地
武
士
と
平
氏
と
の
関
係
の
特
殊
性
を
示
す
次
の

よ
う
な
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
i
『
保
元
物
語
』
巻
一
、
親
治
等
生
捕
ら
る
る
事
、
の
中
に
、
基
盛

　
　
の
軍
勢
が
主
に
伊
賀
・
伊
勢
の
在
地
武
士
よ
り
な
っ
て
い
た
こ
と
を

　
　
示
す
記
事
が
あ
る
。

　
“
1
1
　
『
平
治
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
信
頼
・
源
義
朝
等
の
謀
叛
を
清
盛

　
　
は
熊
野
参
詣
に
赴
く
途
中
で
知
ら
さ
れ
た
が
、
そ
の
清
盛
一
行
の
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
は
も
の

　
　
洛
を
助
け
た
者
の
多
く
は
伊
賀
・
伊
勢
の
兵
で
あ
っ
た
。

　
…
m
　
平
氏
西
走
後
の
元
暦
元
年
、
伊
賀
国
に
於
い
て
中
務
丞
家
実
・
家

　
　
次
法
師
・
姓
不
明
字
紀
七
景
時
等
に
よ
る
謀
叛
が
起
こ
さ
れ
嬬
四

　
゜
W
　
平
氏
滅
亡
後
二
十
年
近
く
経
っ
た
元
久
元
年
に
至
っ
て
な
お
伊

　
　
勢
・
伊
賀
両
国
で
は
平
氏
残
党
に
よ
る
叛
乱
が
起
こ
さ
れ
て
味
記
。

v
伊
賀
国
の
段
山
田
小
三
郎
伊
行
は
三
代
に
わ
た
る
平
氏
家
人
で

　
　
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
等
々
、
こ
れ
ら
は
平
氏
が
伊
賀
・
伊
勢
の
住
人
と
非
常
に
強
固
な
主
従

開
係
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
就
中
伊
賀
国
の
平
氏
家
人

が
平
氏
西
走
後
に
同
国
で
度
々
叛
乱
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
は
、
平
氏
の

本
領
が
伊
賀
国
を
中
心
に
存
在
し
た
ら
し
い
こ
と
と
考
え
合
せ
る
と
興
味

深
い
。
恐
ら
く
正
盛
流
平
氏
は
伊
賀
に
本
貫
地
を
有
し
た
関
係
で
伊
賀
国

で
そ
の
直
属
武
士
団
を
形
成
し
、
後
に
そ
の
所
領
が
拡
大
す
る
の
に
伴
な

っ
て
武
士
団
組
織
も
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
A
」
に
属
す
る
平

氏
家
人
は
こ
の
過
程
で
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
「
B
」
の
西
国
方
面
の
武
士
は
ど
の
よ
う
に
し
て
平
氏
家
人

に
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
為
に
は
平
氏
と
西
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国
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
i
　
嘉
承
二
年
、
正
盛
の
源
義
親
追
討

　
平
氏
が
西
国
に
進
出
す
る
契
…
機
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
武
家
の
棟
梁
と

し
て
勇
名
を
は
せ
て
い
た
源
義
家
の
子
で
出
雲
に
あ
っ
て
数
々
の
乱
行
を

行
な
っ
て
い
た
義
親
を
追
討
す
る
為
に
因
幡
守
で
あ
っ
た
平
正
瞳
協
追
討

使
と
し
て
京
を
発
向
し
た
、
い
わ
ゆ
る
義
親
追
討
事
件
で
あ
っ
た
。
正
盛

が
追
討
使
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
竜
粛
氏
や
竹
内
理
三
氏
が
言
わ
れ
た
よ
う

臨W

P
に
出
雲
近
隣
の
国
司
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
デ
ス
ポ
ッ
ト
た

る
院
の
特
別
の
引
級
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
正
盛

が
義
親
追
討
に
成
功
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
直
後
、
実
際
に
首
級
を
携
え

て
上
洛
す
る
以
前
に
恩
賞
を
与
え
ら
れ
て
因
幡
守
か
ら
但
馬
守
に
遷
任
し

て
い
る
事
実
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
遷
任
に
つ
い
て
中

御
門
宗
忠
が
「
件
賞
雌
可
然
正
盛
最
下
品
者
被
任
第
一
国
依
殊
寵
者
鰍
、

凡
不
可
陳
左
右
、
候
院
辺
人
天
之
与
幸
人
鰍
」
あ
る
い
は
「
錐
軍
功
而
最

下
鵬
身
被
任
第
一
国
世
不
甘
心
、
就
中
未
上
洛
前
也
、
依
候
院
北
面
也
」

と
批
評
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
と
言

え
よ
狙
酬
た
だ
そ
の
場
合
、
竜
粛
氏
は
追
討
後
に
も
義
親
と
称
す
る
者
が

度
々
出
現
し
、
義
親
追
討
の
事
実
に
対
す
る
疑
惑
が
世
間
に
生
じ
て
い
る

こ
と
か
ら
平
氏
の
武
名
は
宣
伝
に
よ
・
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
歓
平

氏
に
は
策
略
は
あ
っ
て
も
武
略
に
は
欠
け
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
平
氏
の
武
力
を
過
少
評
価
し
た
嫌
い
が
あ
る
と
思
う
。
何
故
な
ら
義

親
の
出
雲
国
に
於
け
る
乱
行
に
つ
い
て
『
中
右
記
』
が
「
近
境
国
々
人
民

之
中
有
同
意
輩
雰
裏
灘
」
と
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
・
の
事
件
は
義
親

個
人
の
叛
逆
で
は
な
く
て
こ
れ
に
同
意
す
る
輩
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
後
世
義
親
と
称
す
る
者
が
出
現
す
る
の
な
ら
こ
の
出
雲
近
隣
に
こ
そ

そ
の
可
能
性
が
よ
り
強
く
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
義
親
と
称
す
る

者
は
西
国
か
ら
は
一
度
も
出
現
し
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
正
盛
が
追

討
に
赴
い
て
よ
り
後
は
か
つ
て
義
親
に
同
意
し
た
輩
（
在
地
武
士
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
も
平
氏
の
も
と
に
掌
握
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
義
親
追
討
事
件
は
平
氏
が
西
国

の
在
地
武
士
を
把
握
す
る
上
で
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
う
。

　
”
1
1
　
元
永
二
年
、
正
盛
の
鎮
西
犯
人
平
直
澄
追
捕

　
平
直
澄
追
捕
に
つ
い
て
は
『
長
秋
記
』
に
詳
し
い
事
情
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
正
盛
蒙
追
捕
宣
旨
遣
郎
従
搦
得
」
と
あ
り
正
盛
自

身
は
赴
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
随
兵
百
人
、
多
是
西
海
南
海
名
士

楓］

ﾆ
も
あ
っ
て
、
義
親
追
討
事
件
以
後
正
盛
の
西
国
把
握
が
着
々
と
実

現
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
…
m
　
大
治
四
年
、
忠
盛
の
山
陽
・
南
海
両
道
の
海
賊
追
捕

　
こ
の
当
時
の
海
賊
と
い
う
の
は
、
忠
盛
に
出
さ
れ
た
院
宣
に
「
頃
日
海

路
之
間
凶
賊
滋
蔓
、
乗
数
十
艘
之
船
浮
百
万
里
之
波
或
殺
略
往
反
之
旅
客

或
却
奪
公
私
之
勝
載
、
積
悪
弥
長
宿
暴
日
成
、
塞
惟
諸
国
司
等
各
揮
醗
勇

無
心
捉
搦
之
所
致
燦
頃
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
数
十
艘
の
船
に
乗
っ
て
集

団
行
動
を
と
る
か
な
り
規
模
の
大
き
い
、
し
か
も
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
忠
盛
が
こ
れ
ら
の
海
賊
を
追
捕
す
る
過
程
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伊勢平氏の領主的性格

で
西
国
の
在
地
武
士
と
主
従
関
係
を
設
定
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

　
短
　
保
延
元
年
、
忠
盛
の
海
賊
追
捕

　
こ
の
時
に
忠
盛
が
虜
に
し
た
七
十
人
の
海
賊
に
つ
い
て
『
長
秋
記
』
に

「
此
中
多
是
非
賊
、
只
以
非
忠
盛
家
人
者
号
賊
虜
進
瓦
贈
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
忠
盛
の
海
賊
追
捕
の
実
質
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
即
ち
忠
盛
が
海
賊
追
捕
に
赴
く
真
の
目
的
は
そ
れ
ら
の
海
賊

を
初
め
、
西
国
の
在
地
武
士
を
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼

が
組
織
化
し
得
な
い
者
は
こ
れ
を
賊
虜
と
し
て
捕
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
海

賊
追
捕
も
、
義
親
追
討
事
件
と
同
様
平
氏
の
西
国
に
於
け
る
武
士
団
組
織

に
利
用
さ
れ
た
事
件
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
前
述
「
B
」
の
家
人
は
こ
れ
ら
の
義
親
追
討
事
件
・
海
賊
追
捕
を
主
な

契
機
と
し
て
、
更
に
は
平
氏
が
歴
任
し
た
西
国
の
守
を
媒
介
と
し
て
平
氏

に
組
織
さ
れ
て
い
・
た
西
国
武
士
の
具
体
例
と
言
・
髭
・
し
か
し
こ
の
揚

合
、
平
氏
が
そ
れ
ま
で
摂
関
家
の
爪
牙
と
し
て
名
声
を
築
き
あ
げ
て
き
た

源
氏
に
替
9
っ
て
か
く
も
度
々
追
討
使
に
抜
擢
さ
れ
た
背
景
に
は
当
然
院
の

引
級
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
氏
と
の
主
従
関
係
に
は
「
院
」
と
い
う
古

代
権
力
を
通
し
て
結
ば
れ
た
と
い
う
内
部
矛
盾
が
初
め
か
ら
介
在
し
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
A
」
の
場
合
の
主
従
関
係
は
、
在
地
領
主
・
在
地

武
士
と
し
て
の
平
氏
と
の
間
に
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
そ

れ
と
比
較
し
た
揚
合
、
よ
り
中
世
的
意
味
が
深
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
尤
も
、
平
氏
が
在
地
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
そ
う
言
わ

れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
そ
の
所
領
に
対
し
ど
の
よ
う
な
支
配
を
行
な

う
と
こ
ろ
の
、
ど
の
よ
う
な
領
主
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
未
だ
実
証

さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
が
実
証
的
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
右
の

「
A
」
に
関
す
る
判
断
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
は
平
氏
の

領
主
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
二
、
平
氏
の
所
領

平
忠
盛
が
「
伊
勢
琵
は
す
が
め
な
り
け
饗
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
清

盛
の
一
族
は
一
般
に
伊
勢
平
氏
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
一
族
は

本
当
に
伊
勢
国
の
在
地
領
主
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
尊
卑
分
肱
』
は
平

氏
の
系
譜
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
桓
武
天
皇
ー
葛
原
親
王
1
ー
高
見
王
ー
高
望
王
－

1
高
棟
王

ー
正
度
i
I
季
衡

　
　
　
　
－
貞
衡

　
　
　
　
ー
正
衡
－
正
盛
1

ー
正
済
－
貞
弘
ー
正
弘

一69一

離
清
盛
「
重
盛
【
［
縫



　
こ
の
内
維
衡
・
貞
衡
・
正
衡
・
正
弘
に
つ
い
て
は
伊
勢
国
と
の
関
係
を

あ
る
程
度
明
ら
か
に
・
得
・
纐
．
・
初
め
て
院
に
登
用
さ
れ
白
河
院
の
近
臣

と
し
て
平
氏
掻
頭
の
素
地
を
築
い
た
正
盛
、
鳥
羽
院
政
の
も
と
で
そ
の
勢

力
を
拡
大
強
化
し
た
忠
盛
、
そ
し
て
政
権
掌
握
に
成
功
し
た
清
盛
、
こ
の

三
人
に
つ
い
て
は
伊
勢
国
と
の
関
係
を
史
料
的
に
示
す
こ
と
は
全
く
で
き

な
い
b
む
し
ろ
伊
賀
国
と
の
関
係
が
強
く
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
正
盛
以

下
の
系
譜
は
、
彼
ら
が
中
央
政
界
に
進
出
す
る
過
程
で
そ
の
出
自
を
明
確

に
す
る
為
に
書
き
変
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
そ
れ
を
実
証
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
所
領
の
構
成
か
ら
考
え
た
場
合
に
は
正

盛
流
平
氏
は
「
伊
賀
平
氏
」
と
呼
ん
だ
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
・
・
か
．

　
で
は
そ
の
正
盛
流
平
氏
の
所
領
に
つ
い
て
、
所
在
地
．
規
模
．
領
有
形

態
等
々
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

r
　
伊
賀
国

　
白
河
上
皇
の
皇
女
で
あ
る
郁
芳
門
院
媛
子
内
親
王
が
永
長
元
年
八
月
七

日
に
崩
じ
、
生
前
の
御
所
で
あ
っ
た
六
条
殿
が
仏
閣
と
さ
れ
、
そ
の
供
養

が
承
徳
元
年
＋
月
＋
四
日
に
行
な
わ
れ
た
。
・
れ
に
先
鋸
饗
讐
の

為
に
諸
国
に
荘
園
を
た
て
て
寄
せ
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
正

盛
も
所
領
を
寄
進
し
た
。
そ
の
時
の
注
文
に
よ
れ
ば
彼
の
寄
進
地
は
篇
畑

村
・
山
田
村
・
柘
殖
郷
の
田
畠
合
せ
て
二
十
町
余
で
あ
っ
た
（
附
表
皿
）
。

こ
れ
ら
の
田
畠
は
一
単
位
が
非
常
に
小
規
模
で
、
そ
れ
が
広
範
囲
に
分
散

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
附
表
W
）
。
こ
れ
ら
の
内
、
靹
田
村
と
柘
殖
郷
の
も

の
は
古
来
東
大
寺
が
領
有
し
て
い
た
ら
し
く
、
従
っ
て
正
盛
に
よ
る
六
条

町8段

野村）蓼　i穀田

山田蒜「膏

　
　
郷

合
ゲ
殖

　
ツ
柘

ア　 ペ

阿拝郡

山田村の坪付は明らかに田についK
のもの。

靹田村は家地・家所・畠と名称は違
っても実体は皆畠。

柘殖郷の穀田というのは陸稲であろ
う。

（附表皿：永長2年8月25日　正盛寄進地の内容）

院
寄
進
が
行
な
わ
れ
た

後
に
は
東
大
寺
と
六
条

院
と
の
間
に
激
し
い
相

論
が
起
こ
さ
れ
た
。
し

か
し
六
条
院
寄
進
以
前

に
東
大
寺
が
領
有
し
て

い
た
と
し
て
も
、
正
盛

が
永
長
二
年
に
こ
れ
を

自
己
の
所
領
と
し
て
寄

進
し
得
た
な
ら
、
彼
自

身
も
寄
進
以
前
に
こ
れ

ら
の
田
畠
に
対
し
何
ら

か
の
領
有
権
を
も
っ
て

い
た
に
違
い
な
い
。

正
盛
は
ど
の
よ
う
に
こ

れ
ら
の
地
を
領
有
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
東
大
寺
の
主
張
に
よ
れ
ば
「
正
盛
朝
臣
以
私
領
田
畠
寄
進
六
条
院
之
便
、

件
＋
六
所
騨
令
立
券
艶
と
い
う
。
つ
ま
り
件
士
ハ
所
畠
は
正
盛
の
私

領
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
正
盛
の
私
領

と
い
う
の
は
件
十
六
所
畠
以
外
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
十
六
所
畠

（
具
体
的
に
は
靹
田
庄
を
指
す
）
以
外
の
正
盛
の
私
領
田
畠
と
は
何
を
指
し
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　　　　　　（附表IV：正盛寄進地の内，山因村の坪付）

五　里 （六里） 七　里 八　里

1 36 ・1 36 1 36

聖

（略）
九
　
条 1

「 1
6 31 6 131 6 31

1 36

十
　
条
、

1　　　　　　　　36

U　　　　　　　　31

（略）

1　　　　　　　　36

U　　　　　　　　316 31

、

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
長
二
年
の
正
盛
寄
進
注
文
に
は
靹
田
村
の
他

に
山
田
村
と
柘
殖
郷
と
が
記
さ
れ
赫
る
が
、
．
あ
内
柘
殖
郷
は
東
大
寺

が
寺
領
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
東
大
寺
の
寺
領
支
配
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

原
理
と
し
て
「
私
領
主
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
立
揚
が
あ
る
以
上
、
寺

が
柘
殖
郷
を
正
盛
の
私
領
で
あ
る
と
言
う
筈
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
言

う
正
盛
の
私
領
田
畠
と
は
こ
の
山
田
村
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
東
大
寺
の
主
張
を
通
し
て
見
た
揚
合
の

正
盛
の
私
領
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
の
時
期
（
十
二
世
紀
初
）
に
至
っ
て

寺
領
の
中
に
私
領
主
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
、
正
盛
の
揚
合
に
も
、
山
田
村
だ
け
で
な
く
、
靹
田
村
・
柘
殖
郷
を
も

私
領
と
し
て
領
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
正
盛
の
領
有
権
の
及
ぶ
範
囲
は
右
の
三
箇
所
に
限
ら
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
白
河
法
皇
か
ら
東
大
寺
に
出
さ
れ
た
院

宣
に
「
玉
滝
杣
内
靹
田
湯
船
二
村
事
、
右
正
盛
有
所
申
、
然
者
可
為
寺
領

之
証
文
、
可
尋
献
」
云
々
と
記
さ
れ
て
い
て
、
正
盛
は
湯
船
村
に
於
い
て

も
何
ら
か
の
領
有
権
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と
正
盛
は
靹
田
村
・
山
田
村
・
柘
殖

郷
．
湯
船
村
等
を
含
め
て
、
伊
賀
北
部
に
広
く
私
領
主
と
し
て
領
有
権
を

及
ぼ
し
て
い
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

騨
1
1
　
大
和
国

　
正
盛
は
伊
賀
国
三
村
の
六
条
院
へ
の
寄
進
を
契
機
と
し
て
白
河
院
に
登

用
さ
れ
、
以
後
急
速
に
撞
頭
す
る
。
そ
の
六
条
院
寄
進
か
ら
四
年
を
経
た
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（
2
7
）

康
和
三
年
、
東
大
寺
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。

　
応
令
東
大
寺
僻
申
、
権
少
僧
都
範
俊
井
若
狭
守
平
朝
臣
正
盛
等
言
上
、

　
申
下
宣
旨
擬
押
領
私
領
庄
々
子
細
事

　
　
範
俊
所
領

　
　
　
在
大
和
国
十
市
郡

　
　
　
　
字
喜
庄
　
西
吉
助
庄

　
　
　
城
上
郡

　　

@　

ｼ
吉
助
庄
難
簾
騨
理
読
葛

　
　
正
盛
所
領

　
　
　
在
大
和
国
十
市
郡

　
　
　
　
東
吉
助
庄

　
　
　
城
上
郡

　　

@　

結
g
助
晶
阯
二
蔑
所
難
役
免
田

　
　
副
下
範
俊
井
正
盛
等
解
状
各
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
（
下
略
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
正
盛
が
大
和
国
十
市
・
城
上
両
郡
に
わ
た
っ
て
東
吉
助

庄
二
十
町
を
領
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
事
書
き
に
よ
る
と
正
盛
は

こ
の
東
吉
助
庄
を
「
私
領
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
果
し
て
正
盛

は
こ
の
所
領
に
於
い
て
所
謂
根
本
領
主
に
系
譜
を
ひ
く
と
こ
ろ
の
「
私
領

主
」
と
し
て
の
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
正
盛
と
と
も
に
こ
の
訴
訟
に
関
係
し
た
範
俊
と
い
う
人
は
「
為
法
務
東

寺
一
長
者
興
福
寺
権
別
当
、
範
俊
者
故
大
威
儀
師
仁
静
之
子
也
、
但
年
来

住
小
野
伝
真
言
騨
・
又
養
福
寺
僧
成
嫡
当
・
為
院
御
持
僧
数
＋
年

居
住
鳥
羽
殿
奉
仕
種
々
御
銑
塑
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
非
常
な
高
僧
で

し
か
も
白
河
院
の
側
近
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
範
俊
が
そ
の
所
領
（
喜
庄

と
西
吉
助
庄
）
に
於
い
て
有
し
て
い
た
領
主
権
は
在
地
領
主
と
し
て
の
も

の
で
は
な
く
荘
園
領
主
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
正
盛

が
こ
の
範
俊
と
と
も
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
の
な
ら
、
彼
の
支
配
権
の

実
体
も
範
俊
の
そ
れ
と
同
性
格
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、
正

盛
の
東
吉
助
庄
に
於
け
る
領
主
的
性
格
は
、
右
の
宣
旨
で
は
「
私
領
」
と

い
う
表
現
が
あ
っ
て
も
、
範
俊
と
の
関
係
か
ら
考
え
た
場
合
に
は
む
し
ろ

荘
園
領
主
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
勿
論
こ
れ
は
一
面
か
ら
見
た
場
合
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
か
ら
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
こ
の
康
和
三
年
と
い
う
年
が
、
正
盛

が
初
め
て
院
に
登
用
さ
れ
て
か
ら
僅
か
に
四
年
を
経
た
に
す
ぎ
な
い
時
期

で
あ
る
こ
と
を
菱
た
場
合
駄
贈
正
盛
が
果
し
て
荘
園
領
主
－
例
え

ば
東
大
寺
な
ど
と
同
質
の
荘
園
領
主
で
あ
り
得
た
か
ど
う
か
疑
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
ま
た
こ
の
相
論
に
は
後
に
多
武
峯
も
関
係
し
、
一
時
は
東
大
寺
の

雑
役
に
対
す
る
収
益
権
（
香
菜
免
で
あ
っ
た
）
を
脅
し
た
時
期
も
あ
っ
た
よ

う
臥
測
、
窮
極
的
に
は
平
氏
（
忠
盛
の
時
）
が
東
大
寺
の
支
配
を
有
名
無
実

化
す
る
こ
と
に
成
功
し
麓
そ
の
平
氏
の
東
大
寺
に
勝
る
努
な
支
配
権

は
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
疑
問
と
な
る
。
し
か
も
、

平
氏
が
東
大
寺
の
支
配
を
有
名
無
実
化
し
た
時
、
か
つ
て
範
俊
の
所
領
で
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伊勢平氏の領主的性格

あ
っ
た
喜
庄
・
西
吉
助
庄
は
、
前
者
は
備
中
守
資
賢
領
、
後
者
の
一
部
は

御
室
御
領
と
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
正
盛
↓
忠
盛
と
そ
の
支
配
権
を
全
面

的
に
継
承
し
た
平
氏
の
揚
合
と
は
異
な
っ
て
所
領
が
分
散
し
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
氏
の
領
主
権
が
範
俊
の
そ
れ
と
は
ど

こ
か
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
東
吉
助
庄
の
揚
合
の
正
盛
の
領
主
的
性
格
・
領
有
権
の
実

体
に
つ
い
て
は
諸
々
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
、
こ
れ
を
明
確
に
規
定
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
た
だ
大
和
国
に
も
正
盛
の
所
領
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
記
す
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

…m

@
そ
の
他

　
既
述
の
如
く
、
伊
賀
国
・
大
和
国
に
於
い
て
は
そ
の
所
領
を
め
ぐ
り
正

盛
と
東
大
寺
と
の
間
に
相
論
が
起
こ
さ
れ
る
が
、
正
盛
は
ま
た
伊
勢
大
神

宮
の
祭
主
大
中
臣
親
定
と
の
間
で
も
相
論
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
親
定

と
の
相
論
に
つ
い
て
は
『
中
右
記
』
に
若
干
の
記
載
が
あ
る
だ
け
な
の
で

，
詳
細
は
知
り
得
な
い
が
、
相
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
六
条
院
庄
あ

る
い
は
正
盛
庄
と
呼
ば
れ
る
荘
園
で
、
親
定
の
主
張
は
こ
の
荘
園
の
中
に

神
領
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
親
定
は
一
旦

訴
訟
を
起
こ
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
に
は
「
不
為
神
領
」
の
由
を
院
に
申

し
入
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
張
は
甚
だ
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
（
3
2
）

よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
い
う
六
条
院
庄
・
正
盛
庄
が
具
体
的
に
何
処
に
あ
る
ど
の
よ
う

な
荘
園
を
指
し
て
い
る
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
か
ら
い

っ
て
正
盛
が
六
条
院
に
寄
進
し
て
立
券
さ
れ
た
荘
園
な
の
で
あ
ろ
う
。
竜

粛
氏
は
こ
れ
を
先
に
あ
げ
た
永
長
二
年
の
正
盛
注
文
に
見
え
る
伊
賀
国
山

田
村
と
推
測
さ
れ
、
竹
内
理
三
氏
も
こ
れ
に
同
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

囎
史
料
に
よ
・
て
こ
れ
を
裏
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
・
こ
こ
で

は
一
応
伊
賀
国
・
大
和
国
の
正
盛
所
領
と
は
別
の
も
の
と
し
て
お
き
た

い
。

　
正
盛
流
平
氏
が
、
院
近
臣
と
し
て
中
央
政
界
に
撞
頭
し
荘
園
の
被
寄
進

者
と
な
る
以
前
に
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
所
領
は
以
上
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
先
に
、
平
氏
家
人
の
内
で
伊
賀
国
の
在
地
武
士
が
殊
更
に
強
い

主
従
関
係
で
平
氏
と
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
正
盛
は
伊
賀
北
部
に
広

く
私
領
主
と
し
て
領
有
権
を
及
ぼ
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ

た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
伊
賀
北
部
が
正
盛
流
平
氏
の
本
領
で
あ
っ
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
で
は
実
際
に
平
氏
は
伊
賀
に
於
い
て
如
何
な
る
領
主

と
し
て
存
在
し
、
如
何
な
る
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幸
い

伊
賀
国
の
所
領
に
つ
い
て
は
関
係
史
料
も
か
な
り
残
存
し
て
い
る
の
で
、

次
章
で
は
伊
賀
国
に
於
け
る
平
氏
の
領
主
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
い
。

三
、
東
大
寺
と
の
相
論

　
平
氏
の
本
領
に
於
け
る
領
主
的
性
格
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
関
係
史

料
は
荘
園
領
主
（
東
大
寺
）
と
の
相
論
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、

相
論
に
於
け
る
両
者
の
主
張
・
そ
の
展
開
・
結
果
等
、
相
論
の
具
体
的
経
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過
を
遂
い
な
が
ら
、
そ
の
過
程
で
平
氏
の
領
主
的
性
格
を
東
大
寺
の
そ
れ

と
対
比
さ
せ
て
考
え
る
の
が
最
も
適
当
な
方
法
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
こ

の
相
論
は
非
常
に
長
期
に
わ
た
り
、
正
盛
が
六
条
院
に
所
領
を
寄
進
し
た

時
か
ら
清
盛
が
没
し
て
平
氏
が
西
走
す
る
ま
で
、
約
八
十
年
間
に
わ
た
っ

て
行
な
わ
れ
た
の
で
一
口
に
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
先

ず
相
論
の
経
過
お
よ
び
結
果
か
ら
靹
田
庄
・
柘
殖
郷
に
於
け
る
両
者
の
動

き
を
把
え
、
そ
の
上
で
両
者
の
主
張
を
も
か
み
合
せ
て
平
氏
の
領
主
的
性

格
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
相
論
の
行
な
わ
れ
た
八
十
年
間
に
於
け
る
両
者
の
動
き
、
靹
田
庄
．
柘

殖
郷
の
歴
史
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

靹
田
庄
　
【

柘
殖
　
郷

1
期

　
玉
滝
杣
の
内
に
あ
る
靹
羅
に
於
い
て
蕃
雑

役
・
封
米
に
対
す
る
収
益

権
を
有
し
、
そ
の
意
味
で

当
地
は
寺
領
で
あ
っ
た
。

ま
た
そ
の
収
益
を
実
現

永
長
二
年

す
る
為
に
寺
は
寺
家
使
を
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）
現
地
に
派
遣
し
て
い
た
。
　
正
盛
に
よ
っ
て
靹
田
村
の
一
部
（
散
在
畠
＋
四
町
八
段
半
）
が
六
条
院
へ
寄

正
盛
に
よ
っ
て
予
野
村
の
穀
田
八
段
半
が
六
条
　
　
　
　
　
（
4
0
）
院
へ
寄
進
さ
れ
る
。

進
さ
れ
靹
田
庄
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
そ
の
際
立
券
使
上
野
則
元

に
よ
っ
て
四
至
膀
示
が
打
　
　
（
鵠
）
た
れ
るこ

の
結
果
寺
の
収
益
は

封
米
（
年
八
十
石
）
だ
け

と
な
る
が
、
寺
家
使
の
現
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
地
派
遣
は
続
け
ら
れ
る
。

天
永
二
年

寺
家
使
の
沙
汰
が
行
な

わ
れ
な
く
な
る
。

住
人
、
封
米
の
一
部
を

未
進
す
る
。
寺
、
こ
れ
に

対
し
未
進
分
を
含
め
八
＋

石
全
部
を
改
め
て
国
衙
に

弁
済
す
る
こ
と
を
住
人
に

要
求
す
る
。
住
人
こ
れ
を
藁
に
斐
る
・
本
家
、

正
盛
を
し
て
問
題
解
決
に
　
　
（
4
2
）
当
ら
せ
る
。

H
期天
仁
二
年
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伊勢平氏の領主的性格

皿
期

永
久
四
年

天
承
二
年

長
承
二
年

　
明
法
博
士
よ
り
勘
判
が
下
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、

i
　
立
券
地
に
つ
い
て
は
寺
側
の
証
拠
が
分
明
に
認

　
め
ら
れ
、
古
来
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

　
あ
る
。
し
か
し
も
し
平
氏
側
に
本
公
験
が
あ
れ
ば

　
進
上
さ
せ
、
券
契
燧
か
な
場
合
は
両
方
の
理
非
を

　
改
め
て
対
決
す
べ
き
で
あ
る
。

鱒
1
1
　
立
券
以
外
の
地
は
当
然
寺
領
で
あ
る
と
認
め
ら

　
れ
る
。

　
と
い
う
、
寺
家
側
の
主
張
を
ほ
ゴ
全
面
的
に
認
め

　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
六
条
院
領
輌
田
庄
（
立

券
地
十
四
町
余
）
の
荘
民

が
東
大
寺
領
靹
田
庄
（
立

券
以
外
の
四
十
余
町
）
に

出
作
し
て
い
た
が
、
そ
の

寄
人
達
は
寺
に
対
し
封
米

も
寺
役
も
勤
仕
し
な
い
の

で
、
忠
盛
か
ら
靹
田
庄
政

所
に
あ
て
て
右
の
よ
う
な

狼
籍
を
停
め
る
下
文
が
出

　
　
（
妬
）

さ
れ
る
。

　
靹
田
庄
司
に
対
し
右
と

同
趣
旨
の
忠
盛
下
文
が
出

　
　
（
4
7
）
さ
れ
る
。

保
延
三
年

　
家
貞
宛
に
同
趣
旨
の
忠
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
盛
下
文
が
出
さ
れ
る
。

保
延
五
年

家
実
が
寺
役
を
勤
仕
し

な
い
の
に
対
し
、
そ
の
狼

籍
を
停
止
す
る
旨
の
忠
盛

下
文
が
家
実
に
出
さ
れ
鱒

W
期寿

永
二
年
　
　
七
月

　
　
（
5
0
）
平
氏
西
走
。

閏
十
月

本
の
如
く
寺
領
た
る
べ

き
下
文
が
後
白
河
院
庁
よ
　
　
　
　
（
5
1
）
り
出
さ
れ
る
。

寿
永
三
年
　
　
二
月

　
右
院
庁
下
文
を
受
け
て
同
趣
旨
の
伊
賀
国
司
庁
宣
　
　
　
　
（
5
2
）
が
出
さ
れ
る
。

四
月

　
寺
領
た
る
べ
き
下
文
が
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
頼
朝
よ
り
出
さ
れ
る
。

七
月

　
同
趣
旨
の
関
東
御
教
書
　
　
　
　
（
皿
）
が
出
さ
れ
る
。

八
月

　
同
趣
旨
の
下
文
が
大
内
　
　
　
　
　
　
　
翁
）
惟
義
よ
り
出
さ
れ
る
。
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以
上
、
私
な
り
の
解
釈
で
相
論
文
書
か
ら
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
抽
出
し
て
み
た
。
文
書
の
解
釈
等
で
従
来
の
諸
説
と
は
異
な
る
点
も

　
　
島
）

あ
る
が
、
一
々
の
註
釈
は
省
略
し
た
。

四
、
平
氏
の
領
主
的
性
格

　
前
章
で
み
た
諸
事
実
の
中
か
ら
平
氏
・
東
大
寺
両
者
の
領
主
的
性
格
を

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
時
期
区
分
を
し
た
方
が
理

解
し
易
い
と
思
う
の
で
、
相
論
の
内
容
・
両
者
の
力
関
係
か
ら
こ
れ
を
四

期
に
区
分
し
て
考
え
た
い
と
思
う
。

i
　
第
一
期

　
先
ず
正
盛
が
所
領
寄
進
を
行
な
っ
た
永
長
二
年
前
後
の
在
地
に
於
け
る

両
者
の
領
主
と
し
て
の
存
在
形
態
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
東
大
寺
に
つ
い
て
言
え
ば
、
永
長
二
年
以
前
は
靹
田
村
を
含
む
玉
滝
杣

の
領
主
と
し
て
雑
役
・
封
米
に
対
す
る
収
益
権
を
有
し
、
し
か
も
そ
の
収

益
実
現
の
為
に
寺
家
使
を
現
地
に
派
遣
し
て
在
地
に
対
し
直
接
的
な
支
配

を
行
な
っ
て
い
た
。
永
長
二
年
以
後
も
、
雑
役
に
対
す
る
収
益
権
は
失
っ

た
が
、
な
お
寺
家
使
を
派
遣
し
て
封
米
を
得
分
と
し
て
得
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
天
永
二
年
に
は
寺
家
使
の
沙
汰
が
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
東
大
寺
は

単
な
る
加
他
子
領
主
へ
と
転
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
東
大
寺
が

こ
の
よ
う
に
直
接
的
支
配
か
ら
遊
離
す
る
要
因
と
し
て
は
当
然
内
部
の
農

民
の
成
長
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
天
永
二
年
に
靹
田
庄
の
住

人
達
が
「
未
進
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
東
大
寺
に
抵
抗
を
見
せ
た
こ
と
は

こ
の
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
正
盛
に
つ
い
て
言
え

ば
、
永
長
二
年
に
東
大
寺
領
で
あ
る
靹
田
村
の
一
部
を
六
条
院
へ
寄
進
し

た
が
、
天
永
二
年
に
住
人
か
ら
本
家
へ
の
訴
え
が
あ
っ
た
時
に
問
題
解
決

に
当
っ
た
の
が
寄
進
者
で
あ
る
正
盛
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、

寄
進
後
も
事
実
上
の
支
配
権
は
正
盛
自
身
が
掌
握
し
て
い
た
ら
し
い
。
し

か
も
そ
の
場
合
、
正
盛
の
立
揚
は
「
東
大
寺
の
支
配
を
排
除
す
る
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

う
点
で
住
人
の
そ
れ
と
全
く
伺
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
正
盛
は
、

寺
領
の
中
に
成
長
し
東
大
寺
へ
の
抵
抗
を
見
せ
る
住
人
の
最
有
力
者
と
し

て
、
自
己
の
領
主
権
は
留
保
し
つ
つ
権
門
へ
の
名
目
的
寄
進
を
行
な
っ
た

在
地
領
主
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

“
1
1
　
第
二
期

　
寄
進
後
、
立
券
さ
れ
た
靹
田
庄
が
寺
領
で
あ
る
か
院
領
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
が
両
者
の
間
で
争
わ
れ
る
一
方
、
平
氏
は
立
券
地
以
外
に
も
そ
の

所
領
を
拡
大
し
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
保
安
四
年
に
明
法

博
士
か
ら
勘
判
が
下
さ
れ
る
が
。
こ
の
時
期
を
第
二
期
と
し
て
把
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
靹
田
庄
が
寺
領
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
東
大
寺
が
、
同
寺
の
靹
田
村

に
対
す
る
支
配
の
実
情
を

　
　
及
干
末
代
錐
切
宛
寺
家
御
封
、
至
干
用
残
者
悉
所
免
除
也
、
然
則
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
為
往
古
之
寺
領
、
予
乍
切
宛
御
封
、
不
致
始
終
之
沙
汰
也

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
第
一
期
で
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
東
大
寺
は
決
し
て
在
地
に
対
す
る
直
接
的
支
配
を
行
な
わ
な
か
っ
た
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わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
御
封
を
切
り
宛
て
な
が
ら
始
終
の
沙
汰
は
致
さ

な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
東
大
寺
の
靹
田
村
支
配
に
対
す
る
曖
昧
さ

が
見
出
だ
せ
る
。
東
大
寺
が
住
人
を
強
力
に
掌
握
で
き
ず
に
事
実
的
支
配

か
ら
遊
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
も
、
こ
の
支
配
の
曖
昧
さ
を

考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
ま
た
平
氏
に
よ
る
立
券
地
以
外
へ
の
荘
領
拡
大
に
も
影
響

し
た
で
あ
ろ
う
。
天
仁
二
年
に
正
盛
は
靹
田
村
・
柘
殖
郷
両
地
に
於
い
て

荘
領
を
拡
大
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
事
情
を
追
っ
て

み
た
い
と
思
う
。

　
正
盛
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
立
券
さ
れ
た
靹
田
庄
が
散
在
の
畠
で
あ
っ
た

こ
と
は
既
に
述
べ
餓
輝
、
そ
の
散
在
地
に
対
し
て
立
券
使
に
よ
り
四
至
膀

示
が
打
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
明
法
博
士
が
勘
判
の
中
で

「
如
立
券
文
者
既
是
散
在
之
地
也
、
若
非
一
圓
塵
者
争
可
打
膀
示
韻
げ
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
立
券
さ
れ
る
地
が
散
在
し
て
い
る
な
ら
こ
れ
に
四

至
膀
示
を
打
つ
こ
と
は
本
来
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
拒
否
で

き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
東
大
寺
の
支
配
力
の
脆
弱
性
が
認
め
ら
れ
る
。
一

旦
四
至
膀
示
が
打
た
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
内
部
を
押
領
さ
れ
る
こ
と
は

必
定
で
あ
ろ
う
。
正
盛
の
荘
領
拡
大
は
こ
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
、
彼

自
身
次
第
に
一
円
領
主
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
正
盛
は
下
地
を
押
領
す
る
と
同
時
に
、
靹
田
村
の
杣
工
四
十
人

を
押
籠
め
て
駈
仕
し
た
と
い
う
が
、
東
大
寺
に
と
っ
て
は
杣
工
を
虜
掠
さ

れ
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、

靹
田
村
を
含
め
て
玉
滝
杣
は
雑
役
免
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ

り
、
雑
役
は
人
間
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
靹
田
村
の
杣
工
四
十
人

を
失
な
う
こ
と
は
、
靹
田
村
六
十
余
町
に
於
け
る
雑
役
の
す
べ
て
を
失
な

っ
た
こ
と
と
事
実
上
同
じ
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
石
母

田
正
氏
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
東
大
寺
が
寺
領
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
基
礎

に
、
人
身
的
隷
属
関
係
を
第
一
義
的
と
す
る
立
揚
が
あ
る
と
す
れ
囎
杣

工
を
失
な
う
こ
と
は
即
ち
寺
領
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
根
拠
を
失
な
う
こ

と
を
意
味
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
逆
に
正
盛
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
彼
が

こ
の
よ
う
倣
牲
人
を
掌
握
し
得
た
か
ら
こ
そ
、
黒
田
庄
の
場
合
の
国
衙
と

は
異
な
っ
て
、
寿
永
年
間
、
平
氏
が
西
走
す
る
ま
で
そ
の
支
配
を
貫
徹
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
柘
殖
郷
に
於
け
る
荘
領
拡
大
は
、
天
仁
二
年
正
盛
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

雛
綿
介
村
四
十
余
町
の
他
、
忠
盛
も
予
野
村
に
於
い
て
行
な
っ
た
ら
し

伽閃

ﾖ
田
杣
工
の
出
作
田
が
柘
殖
郷
に
あ
っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
考
え

て
、
靹
田
杣
工
を
掌
握
し
得
た
平
氏
に
と
っ
て
、
そ
の
出
作
田
に
進
出
す

る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
・

　
こ
の
第
二
期
の
相
論
を
通
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
東
大
寺
側
が
古

来
か
ら
の
証
拠
文
書
を
多
数
提
出
し
、
そ
の
主
張
も
は
っ
き
り
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
平
氏
側
に
は
何
の
主
張
も
見
ら
れ
ず
、
所
進
証
文
と
し
て

も
た
だ
永
長
二
年
＋
一
旱
百
の
馳
券
使
上
鷺
元
立
券
状
一
通
が
記

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
平
氏
側
に
は
論
理
的
に

自
己
の
所
領
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
得
る
よ
う
な
根
拠
（
公
験
）
は
無
か
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っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
明
法
博
士
の
勘
判
が
論
理

的
・
法
的
根
拠
の
明
ら
か
な
東
大
寺
の
主
張
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
認
め
た
も

の
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

…m

@
第
三
期

　
明
法
博
士
に
よ
る
勘
判
が
下
さ
れ
た
結
果
、
靹
田
村
六
十
町
の
内
で
立

券
に
か
か
る
十
四
町
余
以
外
は
東
大
寺
領
と
認
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

も
こ
れ
も
靹
田
庄
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
い
つ
の
日
か
東
大
寺
領
と
し

て
立
券
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
勘
状
が
出
さ
れ
た
保
安
四
年
以
後
平
氏
西
走
ま
で
を
第
三
期
と
す
る

と
、
こ
の
時
期
に
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
六
条
院
領
と
し
て
の
靹
田

庄
の
存
在
は
既
に
問
題
と
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
が
事
実
と
し
て
認

め
ら
れ
た
上
で
荘
民
の
狼
籍
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
即
ち
明
法
博
士
よ
り
勘
状
が
出
さ
れ
て
東
大
寺
領
と
し
て
認
め
る
こ

と
が
正
し
い
と
判
断
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
靹
田
庄
は
相
変
ら
ず
六

条
院
領
と
し
て
存
続
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に

重
要
な
こ
と
は
、
十
四
町
余
以
外
は
東
大
寺
領
と
し
て
立
券
さ
れ
た
ら
し

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
在
地
の
住
人
を
通
し
て
平
氏
が
寺
領
へ

の
進
出
を
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
忠
盛
は
天
承
二
年
か
ら
保

延
五
年
に
至
る
八
年
間
に
荘
民
の
寺
領
に
狼
籍
す
る
こ
と
を
停
止
す
る
下

文
を
四
度
も
出
し
て
い
る
が
、
か
く
も
頻
々
下
文
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
逆
に
そ
の
効
果
の
非
常
に
薄
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の

下
文
は
、
後
に
東
大
寺
三
綱
が

　
　
忠
盛
朝
臣
相
語
奉
行
職
事
重
妨
裁
報
、
然
而
猶
依
恐
寺
家
之
訴
暫
為

伏
其
欝
、
私
以
家
下
文
件
靹
田
村
如
旧
辮
濟
寺
家
封
戸
可
勤
所
当
寺
役

　
之
由
令
下
知
事
度
度
也
、
（
中
略
）
彼
時
沙
汰
人
家
貞
知
其
謀
略
之
趣
全

　
　
　
　
　
（
6
7
）

　
無
承
引
之
意
、

と
述
べ
た
よ
う
に
、
寺
家
再
度
の
訴
え
を
防
ぐ
為
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
現
実
に
は
忠
盛
に
よ
る
寺
領
侵
略
は
続
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

忠
盛
の
下
文
で
一
番
最
後
に
出
さ
れ
た
の
は
保
延
五
年
の
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
よ
り
後
は
靹
田
庄
に
関
す
る
史
料
は
平
氏
西
走
に
至
る
ま
で
全

く
見
当
ら
な
く
な
る
。
平
氏
が
中
央
に
於
い
て
政
権
を
獲
得
し
、
同
時
に

旧
国
家
体
制
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
貴
族
化
し
て
ゆ
く
の
は
保
元
．
平
治
の

両
乱
以
後
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
両
乱
以
後
に
於
け
る
平
氏
の
靹
田

庄
支
配
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
史
料
の
無
い
現
状
で
は
、
平
氏
滅
亡
後
に
伊
賀
で
叛
乱
が
起
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
叛
乱
の
主
謀
者
の
中
に
家
実
の
名
が
見
え
る
こ

と
か
ら
推
し
て
、
保
延
以
後
も
家
実
を
沙
汰
人
と
す
る
平
氏
の
靹
田
庄
支

配
が
続
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

°W

@
第
四
期

　
平
氏
の
靹
田
庄
支
配
も
、
寿
永
二
年
七
月
二
十
五
日
に
安
徳
天
皇
を
奉

じ
て
西
海
に
赴
い
て
よ
り
後
は
遂
に
失
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年

の
閏
十
月
、
後
白
河
院
庁
よ
り
下
文
が
出
さ
れ
て
東
大
寺
領
た
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
、
八
十
年
余
り
続
い
た
相
論
も
こ
こ
に
打
ち
き
ら
れ
た
。
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．
し
か
し
、
平
氏
が
西
走
後
に
朝
敵
と
見
倣
さ
れ
た
と
は
い
え
、
靹
田
庄

は
六
条
院
領
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
平
氏
西
走
後
も
そ

の
ま
ま
六
条
院
領
と
し
て
存
続
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
後
白

河
法
皇
に
し
て
も
、
同
じ
荘
園
領
主
と
し
て
寺
社
と
は
利
害
の
相
対
立
す

る
立
揚
に
あ
っ
た
か
ら
、
靹
田
庄
を
東
大
寺
領
と
為
す
こ
と
に
は
必
ず
し

も
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
言
い
得
な
い
。
こ
う
し
た
後
白
河
法
皇
の
立
場

は
寿
永
三
年
に
出
さ
れ
た
関
東
御
教
書
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
頼

朝
は
同
状
の
中
で
靹
田
庄
を
東
大
寺
領
と
為
す
こ
と
に
つ
い
て
「
理
に
背

く
」
と
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
意
識
は
後
白
河
法
皇
に

対
す
る
配
慮
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
後
白
河
法
皇
の
希
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は

東
大
寺
領
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
東
大
寺

が
寺
領
と
し
て
主
張
す
る
法
的
根
拠
の
正
当
性
・
確
実
性
が
あ
っ
た
こ
と

と
同
時
に
、
こ
の
靹
田
庄
が
も
と
も
と
は
平
氏
の
私
領
で
あ
り
、
そ
れ
が

六
条
院
に
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
事
情
、
ま
た
寄
進
後
も
平
氏
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
故
に
、
い
ま
や
平
氏
と
完
全
に
衝

突
し
た
院
は
こ
れ
を
寺
領
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
と
い
う

こ
と
を
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
東
大
寺
と
平
氏
と
の
相
論
を
、
そ
の
経
過
・
内
容
・
両
者
の
主
張

等
か
ら
総
合
し
て
考
え
る
と
結
局
こ
れ
は
初
期
荘
園
領
主
と
、
そ
れ
を
在

地
か
ら
つ
き
あ
げ
る
在
地
領
主
と
の
預
有
権
争
い
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
平
氏
が
、
政
権
を
掌
握
し
て
よ
り
後
は
一
応
別
の
問
題

と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
忠
盛
の
頃
ま
で
は
本
領
で
在
地
領
主
的
性
格
を

失
な
わ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
領
主
権
を
伸
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
平

氏
お
よ
び
平
氏
政
権
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と

だ
と
思
う
。

　
尤
も
、
平
氏
が
そ
の
支
配
を
貫
徹
し
得
た
背
景
に
院
の
隠
然
た
る
権
力

が
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
の
明
法
博
士
の
勘
判
で
、
基

本
的
に
は
寺
家
の
主
張
の
正
し
さ
を
訴
め
な
が
ら
も
、
忠
盛
側
に
本
公
験

の
進
上
を
促
し
て
券
契
髄
か
な
揚
合
は
両
方
の
理
非
を
改
め
て
対
決
す
べ

き
で
あ
る
と
述
べ
た
り
、
更
に
「
但
新
下
　
輪
言
被
検
注
之
地
者
須
仰

当
時
之
裁
定
」
と
つ
け
加
え
た
り
し
て
、
忠
盛
の
背
後
に
あ
る
白
河
院
に

対
し
て
遠
慮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
平
氏
の

支
配
力
が
院
の
権
威
だ
け
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
り
、
在
地
を
直
接
に
強

力
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
即
ち
東
大
寺
と
同
じ
性
格
の
在
地

性
の
薄
い
荘
園
領
主
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
東
大
寺
の
抵
抗
は
も
っ
と
有
効

な
効
果
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
平
氏
の
、
殊
に
第
二
期
第
三
期

に
於
け
る
積
極
的
な
領
主
権
拡
大
に
対
し
て
、
東
大
寺
は
自
己
の
主
張
の

法
的
論
理
的
正
当
性
と
、
東
大
寺
領
靹
田
庄
の
立
券
と
い
う
形
で
の
僅
か

な
抵
抗
を
見
せ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
東
大
寺
の
主
張
が
「
論
理
」
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
平
氏
の
主
張
は
在
地
に
於
け
る
「
現
実

の
力
」
．
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
在
地
に
於
け
る
「
現
実
の
カ
」
を
よ
り
具
体
的
に
考

え
て
み
る
と
「
住
人
掌
握
」
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
核
に
な
っ
て
い
る
と
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思
わ
れ
る
。
平
氏
と
東
大
寺
と
の
在
地
支
配
の
成
否
は
こ
の
住
人
掌
握
に

か
か
っ
て
お
り
、
平
氏
が
東
大
寺
の
支
配
を
有
名
無
実
化
し
て
自
己
の
領

主
権
を
拡
大
し
得
た
の
は
こ
の
在
地
の
住
人
を
掌
握
し
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
第
二
期
に
於
い
て
も
第
三
期
に
於
い
て
も
平
氏
の
領
主
権

拡
大
は
住
人
を
媒
介
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
よ
う

な
平
氏
の
住
人
掌
握
は
現
地
で
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
、
即
ち

平
氏
の
在
地
に
於
け
る
具
体
的
な
支
配
機
構
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う

問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
正
盛
が
靹
田
庄
を
支
配
す
る
に
あ
た
っ
て
「
以
十
余
箇
所
畠
宛
行
人
別

一
二
段
」
っ
て
杣
工
を
駈
仕
し
た
と
い
う
こ
と
が
東
大
寺
の
主
張
の
中
に

見
ら
れ
る
樋
、
こ
れ
は
正
盛
が
直
接
的
な
在
地
支
配
を
強
力
に
行
な
っ
て

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
つ
て
石
母
田
正
氏
は
伊
賀
国
の
在
地
武
士
源

俊
方
の
領
主
的
性
格
に
つ
い
て
藤
原
実
遠
の
揚
合
と
比
較
し
、
前
者
の
勢

力
の
基
礎
は
「
単
な
る
財
産
と
し
て
の
所
領
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
領
主
、

官
人
、
村
役
人
、
一
族
の
団
結
等
を
一
体
化
せ
る
農
村
に
お
け
る
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

権
威
」
に
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
平
氏
に
も
言
え
る

と
思
う
。
東
大
寺
と
の
相
論
を
通
し
て
平
氏
側
に
は
公
験
証
文
に
基
づ
く

と
こ
ろ
の
論
理
的
な
主
張
は
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
し
か
も
在
地
で

は
農
民
一
人
一
人
に
＝
一
段
つ
つ
を
宛
行
な
っ
て
駈
仕
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
彼
等
の
領
主
権
が
単
な
る
土
地
財
産
と
し
て
の
「
所
領
」
の
上

に
築
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
源
俊
方
の
場
合
と
同
様
、
在
地
に
於
け
る

直
接
的
支
配
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
平
氏
の
在
地
に
於
け
る
直
接
的
支
配
は
、
機
構
的

に
見
る
と
時
代
と
と
も
に
い
く
ら
か
変
質
し
た
よ
う
で
あ
る
。
天
永
二
年

の
東
大
寺
封
米
に
関
す
る
訴
訟
は
直
接
住
人
か
ら
本
家
へ
提
起
さ
れ
、
荘

司
あ
る
い
は
代
官
と
い
う
中
間
的
存
在
は
見
ら
れ
な
い
。
寄
進
後
も
正
盛

が
事
実
上
の
支
配
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
頃
は
正

盛
自
身
が
実
質
上
の
荘
司
と
し
て
直
接
住
人
を
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
二
十
年
後
の
天
承
年
間
に
は
靹
田
庄
司
な
る
者

が
出
現
し
て
く
る
。
天
承
二
年
・
長
承
二
年
に
出
さ
れ
た
忠
盛
の
下
文
は

こ
の
靹
田
庄
司
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
下
文
に
対
す

る
住
人
の
請
文
の
中
に
は
「
御
庄
専
当
藤
井
」
と
い
う
署
名
が
あ
る
の

倫
）で

、
忠
盛
下
文
に
言
う
靹
田
庄
司
が
こ
の
「
専
当
藤
井
」
を
指
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
藤
井
と
い
う
名
は
天
永
二
年
に
本
家
政
所
の
裁

き
を
請
う
た
靹
田
庄
住
人
二
十
五
名
の
中
に
二
～
三
見
ら
れ
る
の
で
、
「
専

当
藤
井
」
は
元
来
踊
田
村
の
住
人
で
あ
っ
て
、
殊
に
有
力
化
し
た
結
果
靹
田

庄
司
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
氏
の
支
配
は
住
人
の
成

長
に
と
も
な
っ
て
い
く
ら
か
変
質
し
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、

平
氏
の
在
地
支
配
か
ら
の
遊
離
・
加
地
子
領
主
化
を
意
味
す
る
の
で
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
機
構
上
の
変
化
で
あ
っ
て
、
実

質
的
に
は
こ
の
荘
司
を
通
し
て
平
氏
の
在
地
支
配
は
よ
り
強
化
さ
れ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
六
条
院
領
靹
田
庄
の
荘
司
で
あ
る
「
専

当
藤
井
」
は
東
大
寺
の
支
配
に
抵
抗
を
見
せ
る
在
地
勢
力
の
代
表
的
存
在

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
大
寺
領
靹
田
庄
の
荘
司
を
も
兼
ね
て
い
た
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霞
）

か
ら
で
あ
る
。
平
氏
は
、
こ
の
東
大
寺
領
靹
田
庄
に
於
い
て
も
荘
務
権
を

有
し
た
「
専
当
藤
井
」
を
通
し
て
、
寺
領
へ
の
侵
略
を
よ
り
容
易
に
且
つ

よ
り
強
力
に
行
な
い
得
た
で
あ
ろ
う
。
非
法
停
止
の
忠
盛
下
文
が
度
々
出

　
　
　
　
　
分
）

さ
れ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
下
文
が
出
さ
れ
た
間
は
そ
の
よ
う
な
非
法

が
現
地
で
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
な
お
、
忠
盛
下
文
の
内
で
保
延
年
間
の
二
通
は
家
貞
・
家
実
宛
に
出
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
両
人
が
先
の
「
専
当
藤
井
」
の
あ
と
を
う
け
て
靹
田

庄
司
に
な
っ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
専
当
と
は
別
の
職
に
あ
っ
た
も

の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
両
人
は
平
氏
家
人
の
内
で
も
殊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
露
）

有
力
な
一
族
で
あ
る
し
、
寿
永
二
年
の
後
白
河
院
庁
下
文
で
も
彼
等
の
こ

と
を
専
当
と
は
言
わ
ず
「
沙
汰
人
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
専
当
よ
り
上

級
の
職
に
つ
い
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。

　
こ
う
し
て
平
氏
の
在
地
支
配
は
機
構
上
の
変
化
を
見
せ
な
が
ら
続
け
ら

れ
て
い
っ
た
。
こ
の
機
構
上
の
変
化
ー
直
接
的
な
住
人
掌
握
か
ら
荘
司

を
中
介
と
す
る
間
接
的
な
支
配
へ
ー
は
、
平
氏
の
一
地
方
武
士
か
ら
武

士
団
棟
梁
へ
の
成
長
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
義
親
追
討
や
海
賊
追
捕
を
経
て
武
名
を
高
め
、
次
第
に
大
き
な
武
士

団
組
織
者
に
成
長
し
て
き
た
平
氏
は
、
一
方
で
は
院
近
臣
と
し
て
中
央
政

界
に
於
け
る
地
位
も
高
ま
り
、
か
つ
て
の
よ
う
な
直
接
的
な
住
人
掌
握
は

不
可
能
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
逆
に
直
接
的
な
在
地
支
配
か
ら
遊
離
し

得
た
か
ら
こ
そ
武
士
団
の
組
織
者
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
平
氏
の
武
士
団
棟
梁
へ
の
成
長
の
基
礎

は
築
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

む
　
す
　
び

　
平
氏
が
本
来
は
荘
園
領
主
的
存
在
で
は
な
く
在
地
の
武
士
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
度
度
触
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
平

氏
本
来
の
在
地
武
士
的
性
格
に
関
す
る
研
究
が
充
分
に
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
為
に
、
正
盛
が
白
河
院
に
登
用
さ
わ
た
必
然
性
や
、
保
元
・
平
治
の
両

乱
で
平
氏
が
結
集
し
得
た
武
力
組
織
の
実
体
に
つ
い
て
は
、
デ
ス
ポ
ツ
ト

た
る
「
院
」
の
殊
更
な
引
級
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
る
傾
向
が
強
か

つ
た
。
し
か
し
、
い
か
に
院
政
が
デ
ス
ポ
テ
イ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
し
て
い
か
に
院
の
性
格
が
恣
意
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
平
氏
自

体
に
登
用
さ
れ
る
べ
き
条
件
が
な
け
れ
ば
、
あ
の
古
代
末
期
の
混
乱
期
に

正
盛
一
人
が
殊
に
院
の
引
級
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
平
氏
の
武
力
組
織
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
院
の
引
級

に
よ
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
治
承

以
後
反
平
氏
勢
力
が
結
集
さ
れ
て
平
氏
が
西
走
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
に
伊
勢
・
伊
賀
で
度
々
叛
乱
が
起
こ
さ
れ
た
事
実
を
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
本
稿
で
の
考
察
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
考
え

る
。

先
ず
正
盛
登
用
の
必
然
性
は
、
彼
が
伊
賀
北
部
で
有
し
て
い
た
在
地
武
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士
的
性
格
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
正
盛
が
寄
進
を
行
な
っ
た
永
長
二
年

は
白
河
上
皇
が
院
政
を
開
始
し
て
か
ら
十
年
程
経
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、

上
皇
は
天
皇
の
父
と
い
う
権
威
と
、
院
政
の
具
現
者
と
し
て
の
権
力
と
を

有
し
て
中
央
政
界
に
第
一
等
の
実
力
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
院

が
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
具
体
的
な
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
第

一
に
僧
兵
策
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
院
政
が
開
始
さ
れ
た
応
徳
三
年
の

頃
は
既
に
僧
兵
の
動
き
も
か
な
り
激
化
し
て
お
り
、
こ
れ
を
防
禦
す
る
為

に
院
は
実
力
を
も
っ
た
有
力
な
武
士
を
自
己
の
も
と
に
組
織
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
そ
う
い
う
武
士
の
代
表
的
存
在
と
し
て
源
氏
が
あ

っ
た
が
、
し
か
し
源
氏
は
古
く
よ
り
摂
関
家
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
院

政
が
た
と
え
古
代
国
家
全
体
の
危
機
の
表
現
と
し
て
の
政
治
形
態
で
あ
っ

た
と
し
て
蛾
W
現
実
に
は
院
政
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
摂
関
政
治
の

否
定
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
成
立
が
可
能
で
あ
っ
た
以
上
、
摂
関
家
の
爪
牙

と
し
て
の
源
氏
に
対
し
て
院
は
こ
れ
を
抑
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場

に
あ
っ
た
。
従
っ
て
院
は
源
氏
以
外
で
、
し
か
も
源
氏
に
匹
敵
し
得
る
武

士
を
自
己
独
自
の
武
力
と
し
て
軍
事
的
に
組
織
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て

い
た
と
言
え
る
。
こ
の
時
期
に
正
盛
が
登
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼

が
伊
賀
北
部
で
有
し
て
い
た
在
地
武
士
的
性
格
が
登
用
の
第
一
条
件
と
な

っ
た
と
言
え
る
と
思
う
。

　
次
に
平
氏
の
武
力
組
織
に
つ
い
て
は
、
平
氏
本
来
の
在
地
領
主
的
性
格

に
由
来
す
る
も
の
と
、
そ
の
後
に
院
の
引
級
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
た
も

の
と
の
二
類
型
に
分
類
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
保
元
．
平
治
の
両

乱
で
平
氏
の
も
と
に
結
集
さ
れ
た
在
地
武
士
達
は
、
平
氏
家
人
と
い
う
点

で
は
同
一
に
扱
か
わ
れ
て
も
、
平
氏
と
の
主
従
関
係
に
於
い
て
は
必
ず
し

も
一
様
に
は
扱
か
い
得
な
い
。
西
国
関
係
の
在
地
武
士
と
平
氏
と
の
主
従

関
係
に
は
「
院
政
」
と
い
う
古
代
政
治
権
力
機
構
が
介
在
す
る
が
、
伊
賀
・

伊
勢
の
揚
合
に
は
純
粋
に
農
村
の
中
で
育
く
ま
れ
て
き
た
私
的
主
従
関
係

が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
後
者
に
こ
そ
平
氏
の
有
し
た
中
世
的
意

義
が
見
出
だ
せ
る
と
思
う
。

　
平
氏
が
中
央
政
界
で
の
掻
頭
期
に
於
い
て
さ
え
、
本
貫
地
で
は
在
地
領

主
的
性
格
・
地
方
武
士
的
性
格
を
失
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
平

氏
お
よ
び
平
氏
政
権
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を

も
つ
と
言
え
よ
う
。
平
氏
の
西
国
武
士
掌
握
も
、
根
本
的
に
は
平
氏
が
右

の
よ
う
な
素
地
を
踏
ま
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
な
し
得
た
と
考
え
て
よ
い
。

恐
ら
く
は
そ
の
本
領
が
荘
園
領
主
権
力
の
直
接
的
に
及
ぼ
さ
れ
易
い
伊
賀

に
あ
っ
た
と
い
う
地
域
的
制
約
の
為
で
あ
ろ
う
が
、
平
氏
は
地
方
武
士
と

し
て
独
自
に
成
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
遠
か
ら
ず
実

現
さ
れ
る
武
家
政
権
の
担
い
手
で
あ
る
地
方
武
士
と
し
て
の
性
格
は
、
平

氏
自
体
に
も
顕
著
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
『
歴
史
地
理
』
第
五
十
五
巻
第
三
号

（
2
）
　
『
日
本
歴
史
』
第
百
六
十
三
号
，

（
3
）
　
大
森
金
五
郎
氏
も
そ
の
著
『
武
家
時
代
之
研
究
』
の
中
で
、
源
義
朝
の
場

　
合
と
対
比
さ
せ
て
「
平
清
盛
に
属
せ
し
も
の
」
を
表
に
さ
れ
た
が
、
不
充
分
な

　
点
も
あ
る
の
で
再
び
と
り
あ
げ
て
み
た
。
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（
4
）
　
『
平
治
物
語
』
巻
之
三
、
頼
朝
義
兵
を
挙
げ
ら
る
る
事
井
平
家
退
治
の
事

（
5
）
　
ま
た
附
表
1
で
＝
拮
し
て
扱
っ
た
所
属
国
名
の
不
明
な
も
の
も
当
然
「
A
」

　
「
B
」
ど
ち
ら
か
に
含
ま
れ
る
筈
で
、
例
え
ば
筑
後
守
家
貞
な
ど
は
伊
賀
国
で
忠

　
盛
の
代
宮
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
伊
賀
に
在
地
性
を
も
っ
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）
　
東
大
寺
文
書
、
文
治
二
年
七
月
日
東
大
寺
解
、
（
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編

　
之
一
）
お
よ
び
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
七
月
五
日
・
十
八
日
・
八
月
二
日
各
条

（
7
）
　
所
謂
三
日
平
氏
の
乱
で
あ
る
。
（
『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
四
月
二
十
一
日
・
同

　
年
五
月
六
日
各
条
）

（
8
）
　
『
保
元
物
語
』
巻
之
二
、
白
河
殿
義
朝
夜
討
に
寄
せ
ら
る
る
事

（
9
）
　
『
殿
暦
』
康
和
三
年
七
月
三
日
・
五
日
、
同
四
年
二
月
廿
日
・
六
月
五
日
・

　
六
日
・
帰
日
・
十
二
月
廿
七
日
・
廿
八
日
、
嘉
承
二
年
十
二
月
十
九
日
、
天
仁

　
元
年
正
月
廿
三
日
・
廿
九
日
各
条
、
『
申
右
記
』
康
和
三
年
七
月
五
日
・
六
日
、

　
同
四
年
二
月
廿
日
・
七
月
六
日
・
八
月
十
五
日
・
十
月
十
日
・
十
二
月
十
八
日
・

　
廿
七
日
・
廿
八
日
、
嘉
承
二
年
十
二
月
珊
日
、
天
仁
元
年
正
月
十
九
日
・
廿
二

　
日
・
廿
三
日
・
廿
四
日
・
廿
九
日
各
条
）

（
1
0
）
　
竜
粛
氏
「
六
条
院
領
と
平
正
盛
」
（
『
歴
史
地
理
』
第
五
十
五
巻
第
三
号
）
、

　
竹
内
理
三
氏
『
日
本
の
歴
史
』
六
（
中
央
公
論
社
）
二
百
三
十
頁
。

（
1
1
）
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
廿
四
日
条

（
1
2
）
　
竜
氏
、
前
掲
論
文
。
」

（
1
3
）
　
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
十
九
日
条

（
1
4
）
　
以
上
、
『
長
秋
記
』
元
永
二
年
十
二
月
廿
七
日
条
（
『
中
右
記
』
同
日
条
に

　
も
関
連
記
事
あ
り
）

（
1
5
）
　
『
朝
野
群
載
』
巻
第
一
、
廷
尉
（
国
史
大
系
本
二
百
八
十
八
頁
）

（
ユ
6
）
　
保
延
元
年
八
月
十
九
日
条

（
1
7
）
　
西
国
の
守
は
京
都
お
よ
び
西
国
に
於
け
る
武
勲
に
対
す
る
恩
賞
と
し
て
、

　
あ
る
い
は
院
・
女
院
等
に
対
す
る
奉
仕
の
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
る
。
平
氏
の
武
動
・
院
や
女
院
に
対
す
る
奉
仕
に
つ
い
て
は
従
来
の
研
究
で
詳

　
細
に
知
り
得
る
が
（
例
え
ば
安
田
元
久
氏
『
源
頼
朝
』
六
十
一
～
六
十
四
頁
）
、

　
そ
の
結
果
与
え
ら
れ
た
西
国
の
守
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

　
い
。
そ
こ
で
正
盛
・
忠
盛
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
国
の
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
か
を

　
当
時
の
記
録
や
文
書
か
ら
抽
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
◎
平
氏
受
領
表
（
正
盛
・
忠
盛
の
場
合
）

L
函
名

正
盛

　
隠
岐
国

若
狭
国

因
幡
国

但
馬
国

丹
後
国

年
　
月
　
日

史

料

永
長
2
・
8
・
2
5

承
徳
2
・
正
・
即

康
和
3
・
9
・
2
3

（
重
任
）

康
和
4
・
7
・
2
1

康
和
4
・
1
0
・
1
5

康
和
4
・
1
1
・
7

嘉
承
2
・
1
2
・
1
9

天
仁
元
・
正
・
1
9

天
仁
元
・
正
・
2
2

天
仁
元
・
正
・
2
3

（
補
任
）

天
仁
元
・
正
・
2
4

天
仁
2
・
9
・
2
6
，

天
永
2
・
1
2
・
1
9

天
永
3
・
1
1
・
8

　
　
　
　
1
1
・
1
1

『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
＝
二
八
二
号

『
中
右
記
』
同
日
条

『
平
安
遺
文
』
第
四
巻
、
一
四
五
三
号

『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
六
、
同
日

条
（
諸
寺
供
養
記
三
）

『
中
右
記
』
同
日
条

『
中
右
記
』
同
日
条

『
殿
暦
』
『
中
右
記
』
同
日
条

『
中
右
記
』
同
日
条

『
中
右
記
』
同
日
条
゜

『
中
右
記
』
同
日
条

『
中
右
記
』
同
日
条

『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
一
七
一
〇
号

『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
一
七
五
八
号

『
平
安
遺
文
』
第
四
巻
一
七
八
｝
号
お

よ
び
一
七
八
二
号
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忠
盛

備
前
国

讃
岐
国

伯
脅
国

越
前
国

備
前
国

美
作
国

播
磨
国

永
久
元
・
2
・
2
5

永
久
元
・
壬
3
・
2

永
久
元
・
1
0
・
1

永
久
3
・
4
・
3
0

永
久
3
・
5
・
2
5

元
永
2
・
5
・
6

元
永
2
・
7
・
2
9

保
安
元
・
1
2
・
1
4

保保
安安
4元
9　7

1212

大
治
4
・
8
・
2

大
治
5
・
1
1
・
2
2

天
承
2
・
4
・
1
6

天
承
2
・
壬
4
・
8

長
承
2
・
8
・
1
3

長
承
2
・
9
・
7

保
延
元
・
5

保
延
2
・
2
・
1
1

保
延
3
・
1
0
・
1
2

保
延
5
・
3
・
2
3

久
安
4
・
9
・
2
5

久
安
5
・
6
・
2
8

『
殿
暦
』
同
日
条

『
殿
暦
』
同
日
条

『
殿
暦
』
『
長
秋
記
』
同
日
条

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、
一
八
二
六
号

『
平
安
遣
文
』
第
五
巻
、
一
八
二
九
号

『
中
右
記
』
同
日
条

『
中
右
記
』
同
日
条
，

『
中
右
記
』
同
日
条

『
中
右
記
』
同
日
条

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

〔
参
考
〕
同
二
二
四
一
号

『
長
秋
記
』
同
日
条

『
長
秋
記
』
同
日
条

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

『
長
秋
記
』
同
日
条

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

お
よ
び
二
二
八
六
号

『
平
安
遣
文
』
第
五
巻
、

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

『
平
安
遣
文
』
第
五
巻
、

『
平
安
遺
文
』
第
六
巻
、

『
平
安
遣
文
』
第
六
巻
、

一
九
九
八
号

ニ
ニ
ニ
ニ
号

二
二
二
五
号

二
二
八
五
号

二
三
二
四
号

二
三
三
九
号

二
三
七
七
号

二
四
〇
七
号

二
六
五
四
号

二
六
七
〇
号

（
1
8
）
　
『
平
家
物
語
』
巻
第
一
、
殿
上
闇
討
条

（
階
表
H
）

（
1
9
）
　
以
上
の
四
人
に
つ
い
て
伊
勢
国
と
の
関
係
を
示
す
史
料
は
次
の
と
う
り
で
．

　
あ
る
。

　
維
衡
…
…
『
権
記
』
長
徳
四
年
十
二
月
十
四
日
・
廿
六
日
・
廿
九
日
各
条
（
以

　
　
　
　
　
上
、
致
頼
と
合
戦
の
こ
と
）
、
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
正
月
廿
八

　
　
　
　
　
日
条
、
『
権
記
』
同
年
三
月
十
九
日
条
（
以
上
、
伊
勢
守
補
任
の
こ
と
）

　
貞
衡
…
…
『
尊
卑
分
詠
』

　
正
衡
…
…
東
寺
文
書
射
、
承
保
二
年
五
月
十
二
日
官
宣
旨
案
（
『
平
安
遺
文
』
第

　
　
　
　
　
三
巻
、
一
一
一
五
号
）

　
正
弘
…
…
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
三
月
廿
九
日
条

（
2
0
）
　
以
上
、
『
中
右
記
』
永
長
元
年
八
月
七
日
・
承
徳
元
年
十
月
十
四
日
各
条
、

　
『
後
二
条
師
通
記
』
永
長
元
年
八
月
七
日
条

（
2
1
）
　
東
大
寺
文
書
三
の
十
、
永
長
二
年
八
月
廿
五
日
六
条
院
領
伊
賀
国
山
田
村

　
靹
田
村
田
畠
注
文
（
『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
一
三
八
二
号
）

（
2
2
）
　
東
大
寺
文
書
三
の
六
、
保
安
四
年
九
月
十
二
日
明
法
博
士
勘
状
案
（
『
平
安

　
遺
文
』
第
五
巻
、
一
九
九
八
号
）
か
ら
予
野
村
と
推
測
さ
れ
る
。

（
器
）
　
靹
田
村
の
寄
進
地
を
指
す
。

（
以
）
　
東
大
寺
文
轡
三
の
六
、
保
安
四
年
九
月
十
二
日
明
法
博
士
勘
状
案
（
『
平
安

　
遣
文
』
第
五
巻
、
一
九
九
八
号
）

（
2
5
）
　
本
稿
三
章
・
四
章
で
触
れ
る
。

（
2
6
）
　
「
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、
二
〇
九
六
号

（
召
東
南
院
文
書
三
の
四
十
二
、
康
和
三
年
九
月
廿
三
日
堀
河
天
皇
宣
旨
案

　
（
『
平
安
遺
文
』
第
四
巻
、
一
四
五
三
号
）

（
銘
）
『
中
右
記
』
天
永
三
年
四
月
廿
四
日
条

（
2
9
）
正
盛
登
用
の
時
期
に
つ
い
て
、
竜
粛
氏
や
安
田
元
久
氏
は
早
く
よ
り
白
河
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勢平氏の領主的性性

　
院
の
側
近
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
六
条
院
へ
の
所
領
寄
進
を
直
接
的
契
機
と
し

　
　
て
特
に
院
よ
り
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
た
が
（
竜
氏
「
六
条
院
領
と
平

　
正
盛
」
、
安
田
氏
『
源
頼
朝
』
五
十
九
頁
）
、
私
は
所
領
寄
進
そ
の
も
の
が
初
め

　
て
正
盛
と
院
と
の
関
係
を
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
何
故

　
な
ら
承
徳
二
年
に
正
盛
は
僅
か
に
隠
岐
守
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

　
よ
り
三
年
後
の
康
和
三
年
に
は
既
に
若
狭
守
と
な
っ
て
お
．
り
、
そ
れ
も
翌
康
和

　
四
年
に
重
任
さ
れ
て
い
る
の
で
実
際
に
は
康
和
三
年
以
前
に
、
恐
ら
く
は
靹
田

　
庄
の
立
券
が
行
な
わ
れ
て
じ
き
に
若
狭
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

　
で
あ
る
。
（
附
表
H
参
照
）
正
盛
が
所
領
寄
進
以
前
に
院
の
側
近
で
あ
っ
た
と
い

　
う
史
料
が
無
く
、
し
か
も
所
領
寄
進
を
堺
と
し
て
正
盛
の
官
職
が
右
の
よ
う
に

　
変
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
所
領
寄
進
に
よ
っ
て
初
め
て
院
と
の
関
係
が
生
じ

　
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
と
思
う
。

（
3
0
）
　
京
都
大
学
所
蔵
東
大
寺
文
書
、
後
闘
東
大
寺
請
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
第
五

　
巻
、
一
八
五
七
号
。
当
文
書
は
後
闘
で
あ
る
が
、
『
平
安
遣
文
』
第
六
巻
の
二
五

　
〇
〇
号
文
書
に
よ
り
永
久
四
年
九
月
日
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
）
。
香
菜
免
に

　
つ
い
て
は
同
大
学
所
蔵
東
大
寺
文
書
、
永
久
四
年
三
月
廿
七
日
東
大
寺
請
文
案

　
（
『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、
一
八
五
四
号
）

（
3
1
）
東
大
寺
文
書
四
の
四
十
四
、
久
安
四
年
九
月
廿
五
日
東
大
寺
領
大
和
国
雑

　
役
免
顛
倒
荘
注
進
状
（
『
平
安
遣
文
』
第
六
巻
、
二
六
五
四
号
）

（
3
2
）
　
『
中
右
記
』
康
和
四
年
十
月
十
五
日
・
、
十
一
月
七
日
・
八
日
・
十
日
・
十
一

　
日
各
条

（
3
3
）
　
竜
粛
氏
「
六
条
院
領
と
平
正
盛
」
（
『
歴
史
地
理
』
第
五
十
五
巻
第
三
号
）
、

　
竹
内
理
三
氏
『
日
本
の
歴
史
』
六
（
中
央
公
論
社
）
二
百
二
十
八
～
二
百
二
十

九
頁
。

（
鍬
）
　
正
盛
寄
進
地
の
内
の
靹
田
村
が
立
券
さ
れ
て

　
靹
田
庄
と
な
る
。

（
お
）
東
南
院
文
書
三
の
七
、
永
久
三
年
四
月
光
日

　
鳥
羽
天
皇
宣
旨
所
引
の
同
年
二
月
廿
四
日
東
大
寺

　
解
状
（
『
平
安
遣
文
』
第
五
巻
、
一
八
二
六
号
）
に

　
よ
る
と
玉
滝
杣
の
構
成
は
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
ら

　
し
い
。

（
3
6
）
　
東
大
寺
（
以
下
同
）

（
7
3
）

　
（
『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
「
七
五
七
号
）

（
認
）

　
靹
田
村
田
畠
注
文
（
『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、

玉滝杣の構成

広さ 杣工数

玉滝村

酎D村

ﾖ田村

20町

P5町

U0余町

15人

P5人

S0人

東
南
院
文
書
三
の
六
、
天
永
二
年
十
二
月
十
四
日
傷
賀
国
靹
田
庄
住
人
解

　
　
　
東
大
寺
文
書
三
の
十
、
永
長
二
年
八
月
廿
五
日
六
条
院
領
伊
賀
国
山
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
八
二
号
）
お
よ
び
百
巻
本
東

　
大
寺
文
書
二
十
七
号
（
永
久
三
年
五
月
廿
五
日
東
大
寺
解
草
案
（
『
平
安
遺
文
』

　
第
五
巻
、
一
八
二
九
号
）

（
3
9
）
　
註
（
訂
）
に
同
じ
。

（
ω
）
　
註
（
3
8
）
の
永
長
二
年
田
畠
注
文
お
よ
び
東
大
寺
文
書
三
の
六
、
保
安
四

　
年
九
月
十
二
日
明
法
博
士
勘
状
案
（
『
平
安
遣
文
』
第
五
巻
、
「
九
九
八
号
）

（
4
1
）
　
こ
の
地
は
六
条
院
に
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
い
う
「
本
家
」

　
は
六
条
院
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
六
条
院
は
郁
芳
門
院

　
の
菩
提
所
で
あ
り
、
郁
芳
門
院
は
白
河
院
の
皇
女
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
白
河
院

　
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
2
4
）
註
（
3
7
）
の
天
永
二
年
靹
田
庄
住
人
解
お
よ
び
東
南
院
文
書
三
の
六
、
天

　
永
二
年
十
二
月
十
九
日
丹
後
守
平
正
盛
書
状
（
『
平
安
遣
文
』
第
四
巻
、
一
七
五

八
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
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（
姶
）
　
註
（
3
5
）
の
永
久
三
年
東
大
寺
解
状
、
註
（
3
8
）
の
永
久
三
年
東
大
寺
解

　
草
案
、
東
南
院
文
轡
三
の
七
、
永
久
四
年
三
月
十
四
日
鳥
羽
天
皇
宣
旨
（
『
平

　
安
遣
文
』
第
五
巻
、
一
八
五
一
号
）
お
よ
び
東
大
寺
文
書
四
の
八
、
永
久
四
年

　
三
月
廿
日
東
大
寺
請
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、
一
八
五
三
号
）

（
必
）
　
註
（
3
5
）
の
永
久
三
年
東
大
寺
解
状

（
弱
）
　
註
（
如
）
の
保
安
四
年
明
法
博
士
勘
状
案

（
菊
Ψ
　
東
南
院
文
害
四
の
五
、
天
承
二
年
四
月
十
六
日
備
前
守
平
忠
盛
下
文
（
『
平

　
安
遣
文
』
第
五
巻
、
ニ
ニ
ニ
ニ
号
）

（
7
4
）
　
東
南
院
文
書
四
の
五
、
長
承
二
年
九
月
七
日
備
前
守
平
忠
盛
下
文
（
『
平
安

　
遺
文
』
第
五
巻
、
二
二
八
五
号
）

（
娼
）
　
東
南
院
文
書
四
の
五
、
保
延
三
年
十
月
十
二
日
美
作
守
平
忠
盛
下
文
（
『
平

　
安
遺
文
』
第
五
巻
、
一
一
三
七
七
号
）

（
9
4
）
　
東
大
寺
文
書
四
の
四
十
一
、
保
延
五
年
三
月
廿
三
日
美
作
守
平
忠
盛
下
文

　
案
お
よ
び
同
日
附
の
左
衛
門
尉
平
某
下
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、
二
四
〇

　
七
号
・
二
四
〇
八
号
）

（
駒
）
　
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
七
月
廿
五
日
条

　
（
5
1
）
　
東
大
寺
文
書
四
の
八
、
弄
永
二
任
閏
＋
日
廿
一
目
後
自
河
院
庁
下
ウ
案

　
（
『
平
安
遺
文
』
第
八
巻
、
四
一
一
四
号
）

（
2
5
）
　
東
大
寺
文
書
四
の
八
、
寿
永
三
年
二
月
十
九
日
伊
賀
国
司
庁
宣
案
（
『
平
安

　
遺
文
』
第
八
巻
、
四
一
三
三
号
）

（
5
3
）
柏
木
貨
一
郎
氏
所
蔵
文
書
、
寿
永
三
年
四
月
三
日
源
頼
朝
下
文
（
『
平
安
遣

　
文
』
第
八
巻
、
四
一
四
七
号
）

（
瓢
）
東
大
寺
文
書
四
の
七
、
寿
永
三
年
七
月
二
日
関
東
御
教
書
案
（
『
平
安
遺
文
』

　
第
八
巻
、
四
一
五
八
号
）

（
5
5
）
　
東
南
院
文
書
四
の
四
、
元
暦
元
年
八
月
九
日
大
内
惟
義
下
文
案
（
『
平
安
遣

　
文
』
第
八
巻
、
四
一
九
三
号
）
，

（
5
6
）
　
例
え
ば
中
村
直
勝
氏
『
荘
園
の
研
究
』

（
5
7
）
註
（
姐
）
の
天
永
二
年
正
盛
書
状
は
、
彼
が
住
人
達
の
主
張
を
そ
の
慧
ま

　
う
け
入
れ
て
、
東
大
寺
に
こ
れ
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
に
あ
っ
た
こ
と

　
を
示
し
て
い
る
。

（
駆
）
　
註
（
ω
）
の
保
安
四
年
明
法
博
士
勘
状
案

（
5
9
）
　
百
巻
本
東
大
寺
文
書
二
十
七
号
、
永
久
三
年
五
月
廿
五
日
東
大
寺
解
草
案

　
（
『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
、
一
八
二
九
号
）
に
よ
れ
ば
、
件
の
四
至
膀
示
は
立
券

　
使
上
野
則
元
の
「
使
料
米
十
二
石
を
弁
済
す
べ
し
」
と
い
う
申
状
を
東
大
寺
が

　
承
引
し
な
か
っ
た
為
に
打
寵
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
6
0
）
　
註
（
駆
）
に
同
じ
。

（
6
1
）
　
同
氏
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
第
二
章
第
二
節
、
古
代
的
論
理

（
6
2
）
　
黒
田
庄
で
は
国
衙
と
東
大
寺
と
の
間
で
出
作
地
を
め
ぐ
る
相
論
が
行
な
わ

　
れ
た
が
、
結
局
東
大
寺
側
の
勝
訴
に
終
っ
た
（
註
（
6
1
）
に
同
じ
）
。
国
衙
に
は

　
法
的
・
論
理
的
主
張
は
あ
っ
て
も
、
実
力
に
よ
る
在
地
住
人
の
掌
握
と
い
う
点

　
で
は
平
氏
に
劣
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
3
）
　
註
（
如
）
の
保
安
四
年
明
法
博
士
勘
状
案
に
、

　
　
一
、
拓
殖
郷
内
字
予
野
村
事

　
　
寺
解
云
正
盛
時
立
券
膀
示
之
外
、
田
地
山
野
等
今
忠
盛
重
又
所
押
妨
也
、

　
　
（
下
略
）

　
と
あ
る
。

（
艦
）
　
註
（
駆
）
に
同
じ
。

（
6
5
）
　
註
（
駆
）
に
同
じ
。
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伊勢平氏の領主的性格

（
6
6
）
　
註
（
妬
）
に
同
じ
。

（
6
7
）
註
（
5
1
）
に
同
じ
。

（
6
8
）
　
註
（
3
8
）
の
永
久
三
年
東
大
寺
解
草
案

（
6
9
）
　
同
氏
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
百
十
頁

（
7
0
）
　
狩
野
亨
吉
氏
所
蔵
文
書
十
八
、
天
承
二
年
壬
四
月
八
日
伊
賀
国
靹
田
庄
住

　
人
解
案
（
『
平
安
遣
文
』
第
五
巻
、
二
二
二
五
号
）

（
7
1
）
　
註
（
7
0
）
に
同
じ
。
（
事
書
き
に
「
東
大
寺
御
領
靹
田
御
庄
住
人
等
解
」
云

　
々
と
あ
っ
て
、
差
出
人
の
署
名
に
は
「
御
庄
専
当
藤
井
」
と
あ
る
。
）

（
2
7
）
　
忠
盛
か
ら
出
さ
れ
た
下
文
が
本
稿
二
章
で
挙
げ
た
四
通
だ
け
に
限
ら
な
い

　
こ
と
は
、
天
承
二
年
の
下
文
に
「
早
可
随
寺
役
之
旨
度
ヒ
令
下
知
」
と
あ
る
こ

　
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
3
7
）
　
『
尊
卑
分
詠
』
は
こ
の
一
族
の
系
譜
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
後
守
　
　
筑
後
守
　
　
同

維
衡
ー
正
度
1
ー
貞
季
ー
ー
範
　
季
ー
家
　
貞
－
貞
　
能

ー
正
衡
ー
正
盛
－
忠
盛

－
正
季
－
範
季
、
季
房
⊥
緯
顯

　
こ
れ
に
よ
る
と
正
季
系
．
範
季
系
の
両
方
に
家
貞
・
貞
能
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
年
代
か
ら
考
え
て
範
季
系
の
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
家
貞
・
家
次
・
貞

能
の
父
子
関
係
は
『
玉
葉
』
治
承
四
年
十
二
月
一
日
条
に
「
伊
賀
国
有
云
平
田

入
道
者
俗
名
家
継
、
故
家
定
法
駈
男
、
定
能
兄
云
々
、
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
疑
い

は
な
い
。

　
こ
の
一
族
が
殊
に
有
力
な
平
氏
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
玉
葉
』
に
記
さ
れ

た
貞
能
の
行
動
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

○○○○

治
承
四
年
、
平
資
盛
に
従
い
追
討
使
と
し
て
伊
賀
に
下
向
す
（
同
年
十
二

月
二
日
条
）

養
和
元
年
よ
り
翌
寿
永
元
年
に
か
け
て
鎮
西
謀
叛
を
平
定
す
（
養
和
元
年

九
月
六
日
条
お
よ
び
寿
永
元
年
五
月
十
一
日
条
）

寿
永
二
年
、
資
盛
に
従
っ
て
源
行
家
の
入
洛
を
待
ち
う
け
る
（
同
年
七
月

廿
二
日
条
）

平
氏
｝
族
の
都
落
ち
に
従
っ
て
西
海
に
赴
く
（
寿
永
二
年
七
月
廿
五
日
条
。

西
海
に
赴
い
て
よ
り
後
の
行
動
に
つ
い
て
は
寿
永
二
年
八
月
十
二
日
・
同

年
九
月
五
日
．
同
年
閏
十
月
二
日
・
元
暦
元
年
二
月
十
九
日
各
条
）

　
等
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
貞
能
が
何
か
事
件
の
あ
っ
た
時
に
い
つ
も
重
要
な

　
役
割
を
果
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
平
氏
家
人
の
内
で
も
特
に
有
力
な

　
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

（
拠
）
　
石
母
田
正
氏
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』
第
三
章
第
三
節
、
危
機
の
深
化

　
と
天
皇
制
の
形
態
変
化
。
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